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市
・
都
民
税（
住
民
税
）を
個
人
で

納
付
す
る
方
に
、平
成
27
年
度
の
市・

都
民
税
納
税
通
知
書
を
６
月
８
日
に

発
送
し
ま
す
。
給
与
天
引
き
の
方
に

は
、勤
務
先
へ
既
に
発
送
し
ま
し
た
。

Ｑ
２
月
に
昭
島
市
に
引
っ
越
し

て
き
ま
し
た
。
以
前
住
ん
で

い
た
市
か
ら
納
税
通
知
書
が
送
ら
れ

て
き
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
。

Ａ
住
民
税
は
、
そ
の
年
の
１
月

１
日
現
在
住
ん
で
い
る
市
区

町
村
で
課
税
さ
れ
ま
す
。
今
年
１
月

２
日
以
降
に
市
外
か
ら
転
入
し
た
場

合
、
27
年
度
の
住
民
税
は
昭
島
市
で

は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。
以
前
住
ん
で

い
た
市
な
ど
か
ら
納
税
通
知
書
が
送

ら
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
自
治
体
の
支

払
い
方
法
に
従
っ
て
納
付
を
お
願
い

し
ま
す
。

Ｑ
給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い

る
の
に
、
納
税
通
知
書
が
送

ら
れ
て
き
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
。

Ａ
給
与
以
外
の
所
得
を
確
定
申

告
、
ま
た
は
、
住
民
税
申
告

し
て
い
ま
せ
ん
か
。
給
与
以
外
の
所

得
に
か
か
る
住
民
税
は
、
納
税
通
知

書
で
の
納
付
と
な
っ
て
い
る
た
め
で

す
。
全
額
を
給
与
天
引
き
で
納
付
し

た
い
方
は
、
市
役
所
市
民
税
係
へ
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
３
月
に
退
職
し
、
退
職
金
か

ら
住
民
税
を
天
引
き
さ
れ
ま

し
た
。
３
月
分
の
給
与
か
ら
も
住
民

税
が
い
つ
も
よ
り
多
く
引
か
れ
ま
し

た
。
更
に
今
年
度
の
納
税
通
知
書
が

送
ら
れ
て
き
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
。

Ａ
26
年
度
の
住
民
税
は
25
年
１

月
〜
12
月
の
所
得
を
基
に
計

算
し
、
26
年
６
月
〜
27
年
５
月
の
12

回
に
分
け
て
給
与
天
引
き
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
３
月
に
退
職
し
た

場
合
は
、
27
年
４
月
・
５
月
に
天
引

き
で
き
な
い
た
め
、
３
月
分
の
給
与

か
ら
一
括
し
て
天
引
き
し
ま
し
た
。　

そ
れ
と
は
別
に
退
職
金
か
ら
天
引
き

さ
れ
た
も
の
は
、
退
職
金
そ
の
も
の

に
か
か
る
住
民
税
で
す
。
な
お
、
今

回
届
い
た
納
税
通
知
書
は
、
退
職
前

の
給
与
所
得（
26
年
１
月
〜
12
月
）を

基
に
し
た
27
年
度
の
住
民
税
で
す
の

で
、
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

平
成
27
年
度 

市
・
都
民
税
納
税
通
知
書
を
送
付

　先日、４・５歳くらいの男の子が、補助輪を外して自転
車に乗れるよう練習をしている光景を目にした。お父さん
が後ろを支え、家族みんなで応援している姿がとても微

ほほ

笑
え

ましかった。
　最近、携帯電話を操作したり、音楽をイヤホンで聴いた
りしながら自転車を運転している人をよく見かける。自転
車は便利な乗り物である反面、誤った運転をすれば人にけ
がをさせてしまう。
　晴れた日に風を切って走るのは、とても気持ちのよいも
のである。夏を迎えて、子どもたちが自転車に乗る機会が
増えてくる。まずは大人が運転の見本となるよう心がけ、
危ない運転をしている子どもを見かけたら声をかけてほし
い。
　交通ルールを守って、安全に自転車の運転を楽しみたい。

市 長 随 想 　　ー 自転車の安全運転 ー

昭島市長

◎
第
２
回
定
例
会

＊ 

６
月
16
日（
火
）〜
19
日（
金
）＝
本

会
議（
一
般
質
問
・
議
案
上
程
）

＊ 

６
月
23
日（
火
）＝
補
正
予
算
審
査

特
別
委
員
会

＊
６
月
24
日（
水
）＝
総
務
委
員
会

＊ 

６
月
25
日（
木
）＝
厚
生
文
教
委
員

会
＊ 

６
月
26
日（
金
）＝
建
設
環
境
委
員

会
＊
６
月
29
日（
月
）＝
特
別
委
員
会

＊ 

７
月
１
日（
水
）＝
議
会
運
営
委
員

会
、
本
会
議（
委
員
会
審
査
報
告･

採
決
）

※ 

会
議
は
い
ず
れ
も
午
前
９
時
30
分

か
ら（
７
月
１
日
の
議
会
運
営
委

員
会
は
午
前
９
時
か
ら
）開
催
す

る
予
定
で
す
。

※ 

日
程
な
ど
は
変
更
に
な
る
場
合
も

あ
り
ま
す
の
で
、
傍
聴
を
希
望
す

る
方
は
、
事
前
に
議
会
事
務
局
へ

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※ 

本
会
議
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
中
継
を
実
施
し
ま
す
。

※ 

定
例
会
後
、
議
会
運
営
委
員
会
を

７
月
中
旬
に
開
催
す
る
予
定
で
す
。

☆
詳
し
く
は
、
議
会
事
務
局
へ
。

市
議
会
こ
れ
か
ら
の
予
定

◎
付
加
年
金
を
ご
存
じ
で
す
か

　
付
加
年
金
は
、
国
民
年
金
の
月
額

保
険
料
に
400
円（
付
加
保
険
料
）を
加

え
て
納
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
老
齢

基
礎
年
金
に
加
算
し
て
受
け
ら
れ
る

も
の
で
す
。

◇
対
象　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険

者（
自
営
業
・
農
業
・
自
由
業
の
方

な
ど
と
配
偶
者
、
学
生
な
ど
）

※
保
険
料
を
免
除
さ
れ
て
い
る
方
、

国
民
年
金
基
金（
任
意
で
加
入
す

る
公
的
な
個
人
年
金
）に
加
入
し

て
い
る
方
を
除
き
ま
す
。

◇
年
金
受
給
年
額　
「
200
円
×
付
加

保
険
料
を
納
め
た
月
数
」を
老
齢

基
礎
年
金
の
年
額
に
加
算
し
た
額

☆
詳
し
く
は
、
年
金
係
へ
。

◎�

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
を
ご
利
用
く
だ

さ
い

　

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
と
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
、
次
の
こ

と
を
い
つ
で
も
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で

す
。

＊
最
新
の
年
金
記
録
の
確
認
・
検
索

＊
年
金
見
込
み
額
の
試
算

＊
保
険
料
の
納
付
実
績
や
年
金
見
込

み
額
な
ど
を
記
載
し
た
ね
ん
き
ん

定
期
便
、
年
金
の
支
払
い
に
関
す

る
通
知
書
な
ど
の
電
子
版
の
確
認

☆
詳
し
く
は
、
ね
ん
き
ん
定
期
便
・

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎

０
５
７
０-

058-

555（
050
で
始
ま
る

電
話
番
号
か
ら
は
03-

６
７
０
０-

１
１
４
４
）へ
。

◎�

国
民
年
金
保
険
料
収
納
業
務
の
民

間
委
託
に
つ
い
て

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年
金

保
険
料
を
納
め
忘
れ
て
い
る
方
に
対

す
る
電
話
や
文
書
、
戸
別
訪
問
に
よ

る
納
付
案
内
や
保
険
料
収
納
業
務
に

つ
い
て
、
民
間
事
業
者
に
委
託
し
て

い
ま
す
。
受
託
業
者
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

◇ 

事
業
者
名　
日
立
ト
リ
プ
ル
ウ
ィ

ン
☎
０
１
２
０-

211-

231

☆
詳
し
く
は
、
立
川
年
金
事
務
所
☎

523
０
３
５
２
へ
。

　災害に備えて消防団が行っている訓練
のうち、ポンプ操法は、消防ポンプ車で
消火活動を行う際の基本となるもので
す。日頃の訓練の成果をご覧ください（申
込不要）。
◇ 日時　６月28日（日）の午前８時40分～
午後１時（予定）

◇ 場所　環境コミュニケーションセン
ター
※ 車での来場はご遠慮ください。
☆詳しくは、防災係へ。

消防団のポンプ操法審査会
を実施

国
民
年
金
の
お
知
ら
せ

Ｑ
確
定
申
告
書
や
源
泉
徴
収
票

の
控
除
額
と
納
税
通
知
書
の

控
除
額
が
違
う
の
は
な
ぜ
で
す
か
。

Ａ
住
民
税
に
お
け
る
所
得
控
除

の
金
額
は
、
地
方
税
法
で
規

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
域
社
会
の
会

費
と
し
て
住
民
に
負
担
を
求
め
る
と

い
う
趣
旨
か
ら
、
社
会
保
険
料
等
控

除
を
除
き
、
所
得
税
の
所
得
控
除
よ

り
低
い
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。

Ｑ
昨
年
65
歳
に
な
り
公
的
年
金

等
を
受
け
て
い
ま
す
が
、
昨

年
と
今
年
の
納
め
方
が
違
う
の
は
な

ぜ
で
す
か
。

Ａ
公
的
年
金
等
を
受
け
て
い
る

65
歳
以
上
の
方
の
住
民
税

は
、
公
的
年
金
等
か
ら
天
引
き
さ
れ

ま
す
。
昨
年
度
中
に
65
歳
に
な
っ
た

方
は
、今
年
の
住
民
税
の
第
１
期（
６

月
）・
第
２
期（
８
月
）を
納
付
書
で

納
め
て
い
た
だ
き
、
第
３
期
以
降
の

残
り
の
税
額
を
３
等
分
に
し
て
10
月

以
降
に
支
給
さ
れ

る
公
的
年
金
等
か

ら
天
引
き
さ
れ
ま

す
。

☆
詳
し
く
は
、
市

民
税
係
へ
。

納
税
通
知
書
Ｑ
＆
Ａ

市
・
都
民
税
の
課
税
・
非

課
税
証
明
書
を
発
行

　
６
月
８
日
以
降
、
市
役
所
市
民

税
係
、
東
部
出
張
所
、
あ
い
ぽ
っ

く
、武
蔵
野
会
館
、緑
会
館
、環
境

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

で
発
行
し
ま
す
。
郵
送
で
の
請
求

も
で
き
ま
す
。

　
市
・
都
民
税
の
申
告
が
な
い
場

合
は
、
証
明
書
を
発
行
で
き
ま
せ

ん
。

☆
詳
し
く
は
、
市
民
税
係
へ
。

子育て世帯臨時特例給付金を支給

　消費税率の引き上げの影響など
を踏まえ、子育て世帯への影響を
軽減するため、給付金を支給しま
す（１回限り）。
　受給には、平成27年５月31日
現在で住民登録のある市区町村へ
の申請が必要です。
　児童手当を受給中の方は、６月
上旬に送付する「児童手当現況届 
兼 子育て世帯特例給付金申請書」、 
公務員の方は、勤務先で配布する「子育て世帯臨時特例
給付金申請書（受給状況証明欄に印があるもの）」で申請
してください。
◇ 対象　26年中の所得で判定した結果、27年６月分の
児童手当を受給する方（児童１人につき月額5000円の
特例給付を受給する方を除く）
◇ 支給額　児童手当の対象児童１人につき3000円
◇ 申請　12月１日（必着）までに申請書を〒196-8511　市 
役所手当・医療助成係へ
◇ 支給　要件を満たしている場合、10月以降に指定の
口座に振り込み
◎配偶者からの暴力を理由に避難している方へ
　配偶者からの暴力を理由に昭島市に避難している方
は、27年５月31日現在で昭島市に住民登録がない場合
でも、要件を満たせば昭島市で申請ができます。事前
の申し出が必要ですので、連絡してください。
☆詳しくは、手当・医療助成係へ。

審　査

申　請
（12月１日まで）

指定口座へ振り
込み（10月以降）

支給の流れ


